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 1  高齢者の状況等

〔40歳以上の人口推移及び推計〕

※各年10月1日現在
※平成12～ 23年は実績値、平成24年以降は推計値（コーホート要因法による）
※実績値、推計値ともに外国人人口を含む

〔要支援・要介護状態区分別認定者数の推移〕

※各年10月1日現在の実績値（年度中央値）
※第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40歳から64歳までの医療保険加入者
※要介護認定率＝第1号及び第2号被保険者の要支援・要介護認定者の合計÷第1号被保険者
※平成18年介護保険法の改正により、状態区分は、要支援～要介護5までの6区分から、要支援1～要介護5までの7区分に変更
※経過的要介護とは、平成18年3月末現在に要支援の認定を受けていた人で、その要支援の有効期限が切れるまでの区分
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〔年齢別要支援・要介護認定者数の推移〕

〔年齢別要支援・要介護認定率の推移〕

〔要支援・要介護認定者数の推計〕

〔居宅・施設・地域密着型サービス別利用者の推移〕

〔居宅・施設・地域密着型サービス別給付費の推移〕
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 2  日常生活自立度判定基準

〔障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）判定基準〕

〔認知症高齢者の日常生活自立度判定基準〕

ランク 内　　容

生
活
自
立

ランクＪ
何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する
1.交通機関等を利用して外出する
2.隣近所へなら外出する

準
寝
た
き
り

ランクＡ
屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない
1.介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する
2.外出の頻度が少なく、日中も寝たきりの生活をしている

寝
　
た

　
き

　
り

ランクＢ

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体である
が座位を保つ
1.車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
2.介助により車椅子に移乗する

ランクＣ
1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する
1.自力で寝返りをうつ
2.自力で寝返りもうてない

※判定にあたっては、補装具や自助具等の器具を使用した状態であっても差し支えない

ランク 内　　容

Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している

Ⅱ
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少みられても、
誰かが注意していれば自立できる

Ⅱa 家庭外で上記Ⅱの状態がみられる

Ⅱb 家庭内でも上記Ⅱの状態がみられる

Ⅲ
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さがみられ、介護を必
要とする

Ⅲa 日中を中心として上記Ⅲの状態がみられる

Ⅲb 夜間を中心として上記Ⅲの状態がみられる

Ⅳ
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ、常
に介護を必要とする

Ｍ
著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患がみられ、専門医療を必要と
する
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〔 介護予防のための基本チェックリスト 〕

179

資
料
編 

　



 3  「新宿区高齢者の保健と福祉に関する調査」の実施

1　調査の目的
区民（一般高齢者、居宅サービス利用者、第２号被保険者）については健康や日ごろの
生活状態、介護保険サービスの利用状況や利用意向等の実態を、また、介護保険事業の担
い手（ケアマネジャー、介護保険サービス事業所）については業務実態や意向等を把握
し、計画策定のための基礎資料とすることを目的として実施しました。

2　調査方法
郵送法（郵送配布・郵送回収）／督促礼状１回送付

3　調査期間
平成22年11月18日（木）～ 12月6日（月）

4　調査対象者

調査名 対象者 対象数

一般高齢者調査 新宿区に居住する要支援・要介護認定を受けてい
ない65歳以上の高齢者

3,500人

居宅サービス利用者調査 要支援・要介護認定を受けている居宅サービス利
用者

1,500人

第２号被保険者調査 新宿区に居住する第2号被保険者調査（40歳以
上65歳未満）

1,500人

ケアマネジャー調査 新宿区の居宅介護支援事業所に勤務するケアマ
ネジャー

213人

介護保険サービス事業所調査 新宿区内の介護保険サービス事業所 191所
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5　調査内容

6　回収結果

 4  「特別養護老人ホームにおける待機者の実態等に関する調査研究事業」の実施

1　事業の目的
新宿区における特別養護老人ホーム（介護保険法に規定する指定介護老人福祉施設）入
所待機者の入所申込み動機、心身の状況、介護状況、待機場所等の実態分析を行い、適切
な施設整備計画の策定および在宅生活の継続を支援する地域包括ケアを推進するための基
礎資料とする。

2　事業内容
ア　入所待機者実態分析検討会の設置
構成員： 学識経験者、特別養護老人ホーム施設長、特別養護老人ホーム相談員、介護

支援専門員、高齢者総合相談センター管理者、高齢者サービス課長、介護
保険課長

検討会の開催実績：平成23年6月から平成23年12月まで、計９回開催

調査名 内　　容

一般高齢者調査 健康状態、活動能力、住まい、いきがい・社会参加、在宅療養
の意向、介護予防への関心、介護保険制度に対する考え方等

居宅サービス利用者調査 医療機関受診状況、住まい、いきがい・社会参加、介護サービ
スの利用状況と利用意向、介護者の状況等

第２号被保険者調査 健康状態、在宅療養の意向や実現の可能性、住まい、いきがい・
社会参加、介護保険制度に対する考え方等

ケアマネジャー調査 ケアマネジメントの状況と問題点、仕事についての考え方と今
後の意向、区への要望等

介護保険サービス事業所調査 介護保険サービスの実施状況と課題、今後の事業展開の意向等

調査名 調査票配布数 回収数 回収率

一般高齢者調査 3,500 2,727 77.9％

居宅サービス利用者調査 1,500 1,091 72.7％

第２号被保険者調査 1,500 835 55.7％

ケアマネジャー調査 213 151 70.9％

介護保険サービス事業所調査 191 121 63.4％

合計 6,904 4,925 71.3％
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イ　入所待機者アンケート
対　象：平成23年5月末時点での特別養護老人ホームへの入所申込者　1,241人
期　間：平成23年7月20日発送、平成23年8月12日締切
回　収：回答800人、回収率64.5％

ウ　特別養護老人ホームへのアンケートおよび聞き取り調査
【 アンケート調査 】
対　象： 区の入所調整の対象となっている特別養護老人ホーム　30施設（回収率

100％）
期　間：平成23年8月8日発送、平成23年8月31日締切

【 聞き取り調査 】
対　象：区内特別養護老人ホーム　7施設
期　間：平成23年9月から平成23年10月まで

エ　「特別養護老人ホーム入所申込み管理システム」の情報分析
すでに入所した人も含め、区で把握している入所申込み者の情報を分析（要介護度
別、待機期間、入所調整の点数など）
対　象：平成15年7月1日から平成23年5月31日までの利用申請者　5,024人

オ　実態分析および入所待機者支援
上記の調査に基づき、アの検討会において入所待機者および入所の実態を分析し、
入所待機者への支援策を検討

 5  素案の周知及び意見募集

「新宿区高齢者保健福祉計画・第５期介護保険事業計画」の素案について、広報しんじ
ゅくへの掲載等により広く区民にお知らせし、「パブリック・コメント制度」に基づき区
民のご意見を伺いました。
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［パブリック・コメント実施結果］

また、区民への素案説明の場として、新宿区長が出席する「区長と話そう～しんじゅく
トーク」を開催し、同時期に策定される「新宿区第二次実行計画」「新宿区健康づくり行
動計画」と合わせて説明を行いました。419人の方が参加され、参加者の方からのご意見
を伺いました。

期　間 平成23年10月15日（土）～11月15日（火）

方　法
・福祉部（地域福祉課）への郵送及び直接提出
・電子メール
・ファックス

意見提出人数 10人

意見提出件数 40件

月　日 時　　間 会　　場 住　　所

10月17日（月） 午後7時～9時 柏木地域センター 北新宿2-3-7

10月19日（水） 午後7時～9時 四谷地域センター 内藤町87

10月25日（火） 午後2時～4時 大久保地域センター 大久保2-12-7

10月27日（木） 午後7時～9時 牛込簞笥地域センター 簞笥町15

10月30日（日） 午後2時～4時 角筈地域センター 西新宿4-33-7

10月31日（月） 午後7時～9時 戸塚地域センター 高田馬場2-18-1

11月2日（水） 午後2時～4時 落合第二地域センター 中落合4-17-13

11月7日（月） 午後7時～9時 若松地域センター 若松町12-6

11月8日（火） 午後7時～9時 榎町地域センター 早稲田町85

11月13日（日） 午後2時～4時 落合第一地域センター 下落合4-6-7
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 1  新宿区高齢者保健福祉推進協議会委員名簿

2 新宿区高齢者保健福祉推進
協議会及び計画見直し部会

会　長 植村　尚史 早稲田大学　人間科学学術院人間科学部　教授

副会長 横山　順一 日本体育大学　体育学部　准教授

委　員
赤城　仁 北新宿特別養護老人ホーム施設長　（平成23年3月31日まで）

岡本　勝巳
社会福祉法人　恩賜財団東京都同胞援護会原町ホーム園長

 （平成23年4月1日から）

委　員 秋山　正子 （株）ケアーズ白十字訪問看護ステーション統括所長

委　員 市村　良雄 四谷牛込歯科医師会　副会長

委　員 乾　　松雄 大久保地区民生委員児童委員協議会　会長

委　員 扇原　淳 早稲田大学　人間科学学術院人間科学部　准教授

委　員 小野田　紀久男 高齢者クラブ連合会　

委　員 岸　　勝代 公募委員

委　員 小林　辰男 公募委員

委　員 塩川　隆史 （有）ナイスケア　ケアマネジャー

委　員 都﨑　博子 社会福祉法人　東京弘済園けやき苑所長

委　員 鶴田　香織 四谷高齢者総合相談センター管理者

委　員 英　　裕雄 医療法人社団　三育会　新宿ヒロクリニック

委　員 原田　榮 公募委員

委　員 細田　千栄子 給食グループはな　代表

委　員 南　　惟孝 弁護士

委　員 村山　恭太 公募委員

委　員 盛　十和子 公募委員

委　員 結城　康博 淑徳大学　総合福祉学部　准教授

敬称略

※平成21年7月25日委嘱時（任期3年）
※会長・副会長以外は五十音順
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 2  新宿区高齢者保健福祉推進協議会計画見直し部会委員名簿

 3  新宿区高齢者保健福祉推進協議会・計画見直し部会設置要綱
（1）　「新宿区高齢者保健福祉推進協議会設置要綱」

（設置）
第１条　新宿区高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画（以下「計画」という。）に
基づき、新宿区高齢者保健福祉推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。
（所掌事務）
第２条　協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
一　計画の進行管理に関する意見を述べること。
二　計画の見直しに関しての検討及びその結果を区長へ報告すること。
（組織）
第３条　協議会は、２０人以内の委員で組織する。
2　 委員は、次の各号の区分により、当該各号に掲げる人数について、区長が委嘱す
る。

一　学識経験者　　　　　　５人以内
二　弁護士　　　　　　　　１人
三　公募区民　　　　　　　５人以内
四　各種団体構成員　　　　９人以内

敬称略

※部会長・副部会長以外は五十音順

部会長 植村　尚史 早稲田大学　人間科学学術院人間科学部　教授

副部会長 横山　順一 日本体育大学　体育学部　准教授

委　員
赤城　仁 北新宿特別養護老人ホーム施設長 （平成23年3月31日まで）

岡本　勝巳
社会福祉法人　恩賜財団東京都同胞援護会原町ホーム園長
 （平成23年4月1日から）

委　員 秋山　正子 （株）ケアーズ白十字訪問看護ステーション統括所長

委　員 扇原　淳 早稲田大学　人間科学学術院人間科学部　准教授

委　員 都﨑　博子 社会福祉法人　東京弘済園けやき苑所長

委　員 鶴田　香織 四谷高齢者総合相談センター管理者

委　員 英　　裕雄 医療法人社団　三育会　新宿ヒロクリニック

委　員 南　　惟孝 弁護士

委　員 結城　康博 淑徳大学　総合福祉学部　准教授
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（委員の任期）
第４条　委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。
2　委員に欠員を生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
（会長及び副会長）
第５条　協議会に会長及び副会長を置く。
2　会長及び副会長は、委員の互選による。
3　会長は協議会の会務を総理する。
4　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
（会議）
第６条　協議会は会長が招集する。
2　協議会は、半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3　 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決す
るところによる。

4　 会長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、意見を
聴くことができる。

（部会の設置）
第７条　協議会は、必要に応じて部会を設置することができる。
2　部会で検討した結果は、協議会に報告するものとする。
3　部会の組織及び運営について必要な事項は、別に協議会が定める。
（庶務）
第８条　協議会の庶務は、福祉部地域福祉課が担当する。
（会議の公開）
第９条　協議会の会議は公開とする。ただし、協議会が公開することを不適当と認める
ときは、この限りではない。
（委任）
第10条　この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に協議
会が定める。

　　　附　則
この要綱は、平成12年5月29日から施行する。
　　　附　則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
　　　附　則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
　　　附　則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
　　　附　則
この要綱は、平成21年6月22日から施行する。
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（2）　「新宿区高齢者保健福祉推進協議会計画見直し部会設置要綱」

（設置）
第１条　新宿区高齢者保健福祉推進協議会設置要綱第７条の規定に基づき、高齢者保健
福祉計画・第４期介護保険事業計画（以下「第４期計画」という。）の見直しの調査
検討を行うため、計画見直し部会（以下「部会」という。）を設置する。
（所掌事務）
第２条　部会は次に掲げる事項を所掌する。
一　第４期計画の見直しに関して意見を述べること。
二　 第４期計画の見直しに関しての検討及びその結果を新宿区高齢者保健福祉推進協
議会へ報告すること。

（組織）
第３条　部会の構成員は、高齢者保健福祉推進協議会（以下「協議会」という。）の委
員の中から協議会の会長が指名する。
（部会長及び副部会長）
第４条　部会に部会長及び副部会長を置く。
2　部会長及び副部会長は協議会会長の指名による。
3　部会長は部会の会務を主宰する。
4　副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代理する。
（部会の招集等）
第５条　部会は部会長が招集する。
2 　部会長は、必要があると認めるときは、関係者に部会への出席を求め、その意見
を聴くことができる。
（部会の公開）
第６条　部会は原則として公開で行う。ただし、部会の協議により公開することが適当
でないと認めるときは、この限りでない。
（庶務）
第７条　部会の庶務は福祉部地域福祉課が担当する。
（委任）
第８条　この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、別に部会長が
定める。
　　　　附　則
この要綱は、平成14年2月5日から施行する。
　　　　附　則
この要綱は、平成16年7月21日から施行する。
　　　　附　則
この要綱は、平成19年7月2日から施行する。
　　　　附　則
この要綱は、平成20年4月１日から施行する。
　　　　附　則
この要綱は、平成22年5月28日から施行する。
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 4  平成21年度から平成23年度までの各種会議議事内容

開催日 高齢者保健福祉推進協議会 高齢者保健福祉推進協議会 
計画見直し部会 高齢者保健福祉計画推進会議

平
 
成
 
21
 
年
 
度

7月31日 〔第１回〕
1. 会長及び副会長の選出に
ついて
2.委員紹介
3. 新宿区高齢者保健福祉推
進協議会について
4. 計画の説明

1月26日 〔第２回〕
1. 重点的取組みの進捗状況
について
2. 新宿区の介護保険主な実
績について
3.その他

平
 
成
 
22
 
年
 
度

5月25日 〔第１回〕
1. 推進会議の設置について
2. 現計画の概要及び次期計
画策定に向けて

5月28日 〔第３回〕
1.次期計画策定について
2. 新宿区高齢者保健福祉推
進協議会計画見直し部会
の設置について

7月23日 〔第１回〕
1. 高齢者保健福祉施策調査
について
2. 高齢者保健福祉計画・第4
期介護保険事業計画の検
証及び次期計画にもりこ
むべき視点について
3.今後の進め方について

9月6日 〔第２回〕
1. 高齢者保健福祉施策調査
票（素案）について
2.今後の進め方について

10月5日 〔第３回〕
1. 新宿区高齢者の保健と福
祉に関する調査票（案）に
ついて

10月8日 〔第２回〕
1. 高齢者の保健と福祉に関
する調査票（案）について

10月22日 〔第４回〕
1. 高齢者の保健と福祉に関
する調査票（案）について

11月19日 〔第４回〕
1. 高齢者保健福祉計画・第5
期介護保険事業計画（平成
24～ 26年度）」について
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開催日 高齢者保健福祉推進協議会 高齢者保健福祉推進協議会 
計画見直し部会 高齢者保健福祉計画推進会議

平
 
成
 
22
 
年
 
度

1月28日 〔第５回〕
1. 高齢者の保健と福祉に関
する調査について
2. 高齢者保健福祉計画・第5
期介護保険事業計画（平成
24～ 26年度）について

2月1日 〔第３回〕
1. 高齢者の保健と福祉に関
する調査について
2. 高齢者保健福祉計画・第5
期介護保険事業計画（平成
24～ 26年度）について

2月20日 〔第５回〕
1. 高齢者の保健と福祉に関
する調査について
2. 高齢者保健福祉計画・第5
期介護保険事業計画（平成
24～ 26年度）について

平
 
成
 
23
 
年
 
度

4月22日  〔第６回〕
1. 23年度高齢者保健福祉計
画スケジュールについて
2. 高齢者の保健と福祉に関
する調査の結果報告につ
いて
3. 高齢者保健福祉計画・第5
期介護保険事業計画（平成
24 ～ 26年度）の施策体系
について

5月12日 〔第７回〕
1. 支援を必要とする高齢者
のすまいの選択肢拡充に
ついての検討報告
2. 高齢者保健福祉計画・第5
期介護保険事業計画（平成
24 ～ 26年度）の施策体系
について

5月19日 〔第４回〕
1. 高齢者の保健と福祉に関
する調査の報告
2. 支援を必要とする高齢者
のすまいの選択肢拡充に
ついての検討報告
3. 高齢者保健福祉計画・第5
期介護保険事業計画（平成
24 ～ 26年度）の施策体系
について

5月27日 〔第６回〕
1. 高齢者の保健と福祉に関
する調査の報告について
2. 支援を必要とする高齢者
のすまいの選択肢拡充に
ついての検討報告
3. 高齢者保健福祉計画・第5
期介護保険事業計画（平成
24 ～ 26年度）の施策体系
について
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開催日 高齢者保健福祉推進協議会 高齢者保健福祉推進協議会 
計画見直し部会 高齢者保健福祉計画推進会議

平
 
成
 
23
 
年
 
度

6月24日 〔第８回〕
1. 高齢者保健福祉計画・第5
期介護保険事業計画（平成
24～ 26年度）について

7月14日 〔第９回〕
1. 高齢者保健福祉計画・第5
期介護保険事業計画（平成
24～ 26年度）について

7月20日 〔第５回〕
1. 高齢者保健福祉計画・第5
期介護保険事業計画（平成
24～ 26年度）について
2. 24時間対応の定期巡回・随
時対応サービス等推進モ
デル事業の実施について
3. 特別養護老人ホームにお
ける待機者の実態等に関
する調査の実施について

7月29日 〔第７回〕
1. 高齢者保健福祉計画・第5
期介護保険事業計画（平成
24 ～ 26年度）の施策体系
について

8月8日 〔第10回〕
1. 高齢者保健福祉計画・第5
期介護保険事業計画（平成
24～ 26年度）について

8月22日 〔第６回〕
1. 高齢者保健福祉計画・第5
期介護保険事業計画（平成
24 ～ 26年度）素案につい
て

9月6日 〔第８回〕
1. 高齢者保健福祉計画・第5
期介護保険事業計画（平成
24 ～ 26年度）素案につい
て

1月19日 〔第７回〕
1. 高齢者保健福祉計画・第5
期介護保険事業計画（平成
24 ～ 26年度）素案に対す
るパブリック・コメントの
意見及び区の考え方につ
いて
2. 高齢者保健福祉計画・第5
期介護保険事業計画（平成
24～ 26年度）案について

1月27日 〔第９回〕
1. 高齢者保健福祉計画・第5
期介護保険事業計画（平成
24 ～ 26年度）素案に対す
るパブリック・コメントの
意見及び区の考え方につ
いて
2. 高齢者保健福祉計画・第5
期介護保険事業計画（平成
24～ 26年度）案について
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新宿区は、環境への負荷を少なくし、未来の環境を創造するまちづくりを推進しています。
本誌は森林資源の保護とリサイクルの促進のため、古紙を利用した再生紙を使用しています。

新宿区高齢者保健福祉計画・第５期介護保険事業計画
（平成24年度～平成26年度）
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 新宿区福祉部地域福祉課
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